
開 催 日 平成31年４月13日（土）

開 会 時 間 午前10時30分

閉 会 時 間 午前11時30分

開 会 場 所 選挙管理委員会室

出 席 者

　本日の書記：青木委員

１ 決 定 事 項 （１）前回（３月定例会）会議録について

り決定した。

（２）選挙人名簿及び在外選挙人名簿の登録等について

（３）直接請求に必要な選挙権を有する者の数についての委員会告示について

（４）選挙運動費用支出制限額の告示について

（５）立候補届出者の告示について

２ 報 告 事 項 （１）事前審査終了者（中央区議会議員選挙及び中央区長選挙立候補予定者）について

（２）平成31年度全国市区選挙管理委員会連合会表彰対象者について

について、事務局から報告を受けた。

　平成31年４月21日執行の中央区議会議員選挙に係る選挙運動費用支出制限額は4,409,700円、同

日執行の中央区長選挙に係る選挙運動費用支出制限額は13,817,600円と定めた。

　中央区議会議員選挙及び中央区長選挙に係る立候補届出者の告示について決定した。

　中央区議会議員選挙及び中央区長選挙に係る事前審査終了者（平成31年４月12日時点）について

事務局から報告を受けた。

　前選挙管理委員（委員勤続年数８年）が全国市区選挙管理委員会連合会の被表彰者となったこと

　次の(３)から(５)を記載のとおり決定し、平成31年４月14日付けで告示することとした。

　４月13日現在の選挙人名簿登録者数が132,315人であることから、直接請求に必要な選挙権を有

する者の数（署名数）を下記のとおり決定した。

選挙権を有する者の数の３分の１：44,105人

選挙権を有する者の数の６分の１：22,053人

選挙権を有する者の数の50分の１：2,647人

　平成31年３月26日（火）に開催した選挙管理委員会臨時会の会議録案について確認し、案のとお

　３月１日から４月12日までの選挙人名簿登録者数等について、事務局から説明を受けて審議した

結果、新たに名簿に登録する者は1,497人、名簿から抹消する者が1,203人と決定した。

　また、３月27日から４月13日までの在外選挙人名簿登録者数等については、新たに名簿に登録す

る者が０人、名簿から抹消する者は３人と決定した。

≪告示事項≫

（案）
選 挙 管 理 委 員 会 

４月臨時会議録

選挙管理委員：松川昭義委員長、青木眞知子委員、山内栄一郎委員、渡辺秀次委員

事　 務　 局：吉原事務局長、長坂選挙担当係長、小泉主査

次第及び会議内容



（３）矢田区長の退任及び新区長の初登庁について

（４）投票所入場整理券の発送件数について

３ そ の 他 （１）当面の日程について

（４）平成31年４月14日立候補届出受付当日について

　立候補届出受付当日のスケジュールについて事務局から説明を受けるとともに、不明な点を確認

した。

（２）選挙管理委員の投開票日当日のスケジュールについて

　投開票日当日のスケジュール（臨時会出席から解散まで）について事務局から説明を受けるとと

もに、不明な点を確認し、情報共有を図った。

（３）投票所及び開票所における携帯電話、カメラ等の使用制限について

　投票所及び開票所でのスマートフォンやカメラ等の使用は、秩序維持や秘密保持の観点から禁止

することとし、その旨を張り紙で掲示することにより、選挙人に周知することを確認した。

　平成31年４月26日（金）に実施される矢田区長の退任のあいさつと５月７日（火）に実施される

新区長の就任あいさつの場に出席することを確認した。

　中央区議会議員選挙及び中央区長選挙に係る「投票所入場整理券」の発送数が約85,000通であ

ることについて事務局から報告を受けた。

　選挙管理委員が出席する令和元年５月末日までの主な事業（定例会ほか）の日程について、事務

局から説明を受け、確認した。


